
とやまの森づくり応援団設置要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、富山市カーボン・オフセット運営協議会（以下「協議会」

という。）が実施する豊かなとやまの森づくりを推進するための活動である

「森のチカラ富山プロジェクト」への支援に関するとやまの森づくり応援団

（以下「応援団」という。）の設置について、必要な事項を定めるものとす

る。 
 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るところによる。 
(1) 応援団とは、この制度の趣旨に賛同し、協議会が実施する豊かなとやまの

森づくり活動や市民への森づくりの意義や必要性に関する啓発活動等を支援

するため、応援団に登録する企業又は団体をいう。 
(2) とやまの森づくり応援商品（以下「応援商品」という。）は、応援団が「森

のチカラ富山プロジェクト」を支援するために登録する商品で、応援商品の

販売収益の一部は、とやまの豊かな森づくり活動等へ充てられるものとする。 
 
（応援団登録手続等） 

第３条 応援団への登録を希望する者（以下「登録希望者」という。）は、登

録申込書（様式第１号）を、協議会長に提出するものとする。 
２ 協議会長は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を

承認しないものとする。 
(1) 各種法令に違反している企業及び団体 
(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある企 

業及び団体 
(3) 行政機関からの行政指導による改善がなされていない企業及び団体 
(4) 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている 
企業及び団体 

３ 応援団の登録にあたっては、次に掲げる要件のいずれかを満たしているも

のとする。 
(1) 年会費として、協議会が保有するＪ－ＶＥＲクレジット（以下「クレジッ

ト」という。）を、申込口数１口につき２トン分購入すること。 
(2) とやまの森づくり応援商品取扱要領第５条の規定による協定を締結して

いる場合は、協定に基づいて協議会が保有するクレジットを購入すること。 



（応援商品の登録） 
第４条 前条第３項第１号の要件による登録希望者は、申込口数１口につき１

点の商品を、応援商品として登録することができるものとする。 
 
（承認） 

第５条 協議会長は、第３条第１項による登録申込を受けたときは、その内容

を審査し、適正と認められた場合は、承認通知書（様式第２号）により承認

を通知するものとする。 
 
（登録期間） 

第６条 登録の期間は、承認通知書の交付の日から１年とする。 
２ 応援団登録している企業及び団体から次条の規定による申出がないときは、

更に登録の期間を１年延長するものとし、以後についても同様とする。 
 
 （登録の抹消） 
第７条 登録企業及び登録団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、と

やまの森づくり応援団登録抹消届（様式第３号）により登録の抹消を申し出

るものとする。 
(1) 支援活動を行う意思がなくなったとき。 
(2) その他登録の抹消の必要があるとき。 

２ 協議会長は、前項の規定による登録の抹消の申出があったときは、登録の

抹消を行うものとする。 
 
 （サポーターの承認） 
第８条 この制度の趣旨に賛同し、自己店舗等での応援商品の販売に関して協

力しようとする者は、とやまの森づくりサポーター申込書（様式第４号）を

提出するものとする。 
２ 協議会長は、前項のサポーター申込書の提出を受けたときは、その内容を

確認し、適正と認められた場合は、とやまの森づくり応援団サポーターと認

めるものとする。 
 
（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会長が別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成２９年１１月１日から施行する。 










